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昨年の5月にマイナンバー法案(番号法)が成立し、本年10月から具体的に番号制度(マイナンバー)がス

タートします。 

それに伴い、現在、各自治体を中心に作業を進めており、10月に国民への個人番号、また法人につい

ては法人番号の通知が以下のように始まります。 

◆◆◆◆マイナンバーマイナンバーマイナンバーマイナンバー法法法法におけるにおけるにおけるにおける番号番号番号番号のののの種類種類種類種類とととと特徴特徴特徴特徴    --------------------------------------------------------------------------------→→→→    

個人番号(マイナンバー) 法人番号 

・住民票のある者全員  

  (外国人も含む子供から大人まで) 

・すべての法人 

(税務署が把握しているすべての法人等) 

・12桁(数字のみ) ・13桁(数字のみ) 

・1人1番号 ・1法人1番号 

・2015年10月以降に通知カードに 

より通知(希望者には番号カード交付) 

・厳格な利用制限あり 

・番号の取扱いに注意！ 

・2015年10月以降に書面により 

 通知 

・利用制限なし 

・番号は公表(インターネット) 

 

また、国税庁・厚労省発表分の導入スケジュールは次の通りです。 

◆◆◆◆マイナンバーマイナンバーマイナンバーマイナンバー導入導入導入導入のスケジュールのスケジュールのスケジュールのスケジュール    --------------------------------------------------------------------------------→→→→    

主な提出書類 提出先 マイナンバー記載時期 

源泉徴収票等の法定調書 税務署 2016 年 1 月 1 日以降の支払に関する法定調書よ

り(但し、年末調整に係る法定調書は 2017 年 1 月

31 日期限分) 

雇用保険被保険者 

資格取得・喪失届 

ハローワーク 2016 年 1 月 1 日提出分より 

健康保険・厚生年金保険 

被保険者資格取得・喪失届 

健康保険被扶養者異動届 

健康保険組合 

日本年金機構 

2017年1月1日提出分より 

※2015年中の退職者や、2015年末に翌年度(2016年)の扶養控除等申告書を提出する場合に、個人番号

の記載を求めるか否かについては現在調整中 

※既存の従業員・被扶養者の個人番号については、2016年1月以降に、健康保険組合・ハローワークに

報告の予定 

上記、個人番号制度の導入により今後可能となることについては、本人確認等の「個人番号の利用」と本人確認等の「個人番号の利用」と本人確認等の「個人番号の利用」と本人確認等の「個人番号の利用」と

行政機関、自治体等により新たに導入される情報提供ネットワークシステムによる情報連携を通じて行政機関、自治体等により新たに導入される情報提供ネットワークシステムによる情報連携を通じて行政機関、自治体等により新たに導入される情報提供ネットワークシステムによる情報連携を通じて行政機関、自治体等により新たに導入される情報提供ネットワークシステムによる情報連携を通じて

の「他情報保有機関への情報提供」のの「他情報保有機関への情報提供」のの「他情報保有機関への情報提供」のの「他情報保有機関への情報提供」の2222つの面が考えられます。つの面が考えられます。つの面が考えられます。つの面が考えられます。事務担当者の皆様方については、今か

ら情報収集など準備が必要と思われます。 

 

※※弊社主催のシステム博覧会2015にて「マイナンバー制度の概要と企業に求められる対応について」をテ

ーマにセミナーを開催致します。 日時：3月4日(水)15:00～16:00 場所：ATC O’s 
 

 
〒550-0011 大阪市西区阿波座1丁目15番7号  

TEL(06)-6535-7511  FAX(06)-6535-7517 

E - m a i l  o s a k a @ k y o e i s y s t e m . c o . j p 

URL http ://www.kyoe isystem.co . jp  

マイナンバー制度の開始 

2015年 2月 1日 発行 

 

第第第第111177779999号号号号    

きょうえいきょうえいきょうえいきょうえい    にゅーすにゅーすにゅーすにゅーす    



 



 


